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「アートロードなぎつじ」ご利用案内
１　「アートロードなぎつじ」について
アートロードなぎつじは、山科区民をはじめとする皆様の作品を展示するアートスペースです。皆様の創作活動や芸術活動を支援し、また、駅を利用する多くの人に日常的に豊かな文化に触れていただける場として設置しています。
２　使用できる方
「アートロードなぎつじ」を使用できるのは次の⑴～⑸のいずれかにあてはまる方です。
⑴　山科区内に在住する者又は主たる事務所を置く団体
⑵　山科区内に通勤・通学する者
⑶　山科に関する作品を展示する者又は団体
⑷　山科にゆかりのある者又は団体
⑸　その他、市長が適当と認める者

３　使用料
無料
４　展示期間
　　令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）のうち必要な期間
　　ただし、最長２週間とする。
５　申込方法

「アートロードなぎつじ使用申込書兼通知書（以下、「使用申込書」という。）」に必要事項を御記入のうえ、展示する内容がわかる資料を添え、使用希望期間の開始日２週間前までに東部文化会館の窓口又は郵送にてお申込みください。
なお、提出いただいた図面や写真等については、返却しませんので、あらかじめ御了承ください。
「使用申込書」は、以下の山科区役所のホームページからダウンロードしていただくか、山科区役所又は東部文化会館にてお受け取りください。
（https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000350178.html）
使用を希望する期間が空いているかどうかについては、申込みの前に京都市東部文化会館までお電話で御確認ください。
＜提出先＞
　　京都市東部文化会館　窓口　　※閉館時間中または休館日の受付はできません。
開館時間：午前９時から午後５時
休館日：毎週火曜日（火曜日が休日の場合は翌平日）及び１２月２８日から１月４日まで

　　　住所：京都市山科区椥辻西浦町1-8　　TEL:075-502-1012
６　申込期間

令和８年３月１日（日）～令和９年２月２８日（日）
　※　先着順で受け付けます。

７　使用できる設備
⑴　掲示板タイプ　５基（内寸：横1700mm×縦800mm×奥行22mm）

⑵　ショーケースタイプ　２基（内寸：横1730mm×縦597mm×奥行380mm　棚２段）

※詳細は別図のとおり。⑴、⑵または⑴及び⑵で使用できます。
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８　使用承認

「使用申込書」を提出いただいた後、使用について承認したときは、「使用承認通知書」を交付します。使用承認後に使用期間の変更はできませんので御注意ください。また、使用承認できない場合は、その旨をお知らせします。
９　使用承認できない場合

展示しようとするものが、次にあてはまる場合は使用承認できません。

⑴　商業広告を目的とするもの
⑵　宗教宣伝を目的とするもの
⑶　特定個人及び団体の政治的活動又は選挙運動を目的とするもの
⑷　その他、公序良俗に反する等、京都市が展示にふさわしくないと認めるもの
１０　使用の取消し

虚偽の申込みをした場合又は正当な理由なくして京都市の指示に従わない場合は、使用を取り消すことがあります。
１１　使用の手順
⑴　展示物の搬入

使用期間の開始日に、山科区役所で鍵の貸出しを受け、展示物を自ら搬入し展示してください。
⑵　展示物の搬出

使用期間の終了日に、山科区役所で鍵の貸出しを受け、展示物を自ら撤去し搬出してください。
＜鍵の貸出し＞
鍵の貸出しは、次の場所・日時に行います。また、鍵の貸出しを受けた場合は、展示物の搬出入終了後、速やかに貸出しを受けた場所に返却してください。また、必ず、貸出し当日中に返却してください。

場所：山科区役所地域力推進室（まちづくり担当）　（２０番窓口）
（京都市山科区椥辻池尻町１４－２　山科区総合庁舎２階）
日時：山科区役所の開庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日）の
午前９時から午後５時までの間
なお、使用開始日が、山科区役所の閉庁日に当たる場合は、次の場所・日時で鍵の貸出しを受けることができます。同様に鍵の貸出しを受けた場合は、展示物の搬出入終了後、速やかに貸出しを受けた場所に返却してください。また、必ず、貸出し当日中に返却してください。

場所：京都市東部文化会館　窓口（京都市山科区椥辻西浦町１－８）
日時：開館日の午前９時から午後５時までの間

１２　使用上の注意
⑴　展示物の搬出入にあたっては、駅の乗降客の妨げにならないように、十分注意して行ってください。

⑵　使用期間終了後は、京都市の承諾を得た場合を除き、「アートロードなぎつじ」を原状に回復してください。設備等を毀損又は滅失したとき、又は使用にあた
って著しく汚損したときは、損害を賠償していただきます。
⑶　展示物に損害が発生したとしても、損害賠償等の責任は負いかねますので、
　あらかじめ御了承ください。
＜本件に係る問合せ先＞
山科区役所地域力推進室（まちづくり担当）　TEL:075-592-3088
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○展示スペースのイメージ（大きさ、場所等）
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1 掲示板タイプ


＜掲示板番号＞

2 ショーケースタイプ

　

＜ショーケース番号＞
＜掲示板番号＞


第１号様式（第５条関係）
アートロードなぎつじ使用申込書兼通知書

	（宛先）京都市長
	　　　　　年　　　　月　　　　日

	申込者の住所

（団体にあっては主たる事務所の所在地）

	申込者の氏名
（団体にあっては名称及び代表者の肩書・氏名）
（担当者名：　　　　　　電話　　　―　　　　）


	　次のとおり、使用したいので申し込みます。

　なお、使用に当たっては、使用要綱を遵守し、京都市の指示に従うことを誓約いたします。

	展示希望

スペース
	１
２
３
４
５
　　　☐　掲示板（　　）基　　　　☐　ショーケース（　　）基
　　　　＜利用する掲示板番号に〇をつけてください。＞

　　　　＜利用するショーケース番号に〇をつけてください。＞
１
２


	希望展示期間
	　　　年　　月　　日（　）　～　　　　年　　月　　日（　）

	搬出入日時

（希望展示期間

内で行うこと）
	搬入
	　　　　年　　月　　日（　）

午前・午後（　　　）時
	搬出
	　　　　年　　月　　日（　）

午前・午後（　　　）時

	作者名

(アーティストネーム)
	
	作品名
	

	展示する内容
	（作品内容、サイズ、重量、点数を記入。内容がわかる写真又は図を添付してください。）


	処理欄
	申込受付日　　　　　年　　月　　日

結果通知日　　　　　年　　月　　日
	上記の使用申込について　☐承認する。

　　　　　　　　　　　　☐承認しない。

　　年　　月　　日

　　　　　　京　都　市　長　　印


ショーケースタイプ


２基・・・②





出入口２番へ





掲示板タイプ


５基・・・①





横1800 mm×縦900 mm×奥行45 mm


（内寸：横1700 mm×縦800 mm×奥行22 mm）扉／跳ね上げ式、マグネット仕様





掲示場


①





改札側





1番出口側





掲示場


③





掲示場


④





掲示場


⑤





掲示場


②





横1800 mm×縦950 mm×奥行450 mm（内寸：横1730mm×縦597mm×奥行380mm）


棚 奥行240 mm:1段目 300 mm:2段目





ショーケース


②





ショーケース


①





２番出口側





改札側





1番出口側





改札側





２番出口側





改札側








